
≪第２部≫

【講 師】株式会社サムソン

専務取締役

【テーマ】

『ワーク・ライフ・バランス

支援は、企業の明日への投資』

≪第 1 部≫

【講 師】岐阜労働局雇用均等室

厚生労働事務官

【テーマ】

『改正育児・休業法への対応』

平成22

－セミナーのご案内－

下記のとおりセミナーを開催致します。ぜひご参加ください。

岐阜県中小企業団体中央会

ところ 県民ふれあい

14

と き

ワーク・ライフ・バランスを取り組んでいる企業には、優秀な人材が集まる、仕事への意欲が高まる、効率

的な組織になるなどの効果が挙げられ

また、平成２２年６月には、改正

事を続けやすい制度の導入が求められています。

第１部では、改正育児・介護休業法について解説し、企業の取り組むべきポイントを周知するととも

に、第２部はワーク・ライフ・バランスに取組む企業による取組事例を基に、中小企業においては特に、

ワーク・ライフ・バランス施策が人材確保の有効な手段であること

株式会社サムソン

専務取締役 浅野行紀 氏

『ワーク・ライフ・バランス

支援は、企業の明日への投資』

岐阜労働局雇用均等室

厚生労働事務官 白澤章子 氏

『改正育児・休業法への対応』

22 年９月17 日（金

１３：３０～１５：

下記のとおりセミナーを開催致します。ぜひご参加ください。

岐阜県中小企業団体中央会

ふれあい会館

14 階 展望レセプションルーム

ワーク・ライフ・バランスを取り組んでいる企業には、優秀な人材が集まる、仕事への意欲が高まる、効率

的な組織になるなどの効果が挙げられております。

改正育児・介護休業法が施行され、子育て期間中の働き方を見直し、仕

が求められています。

第１部では、改正育児・介護休業法について解説し、企業の取り組むべきポイントを周知するととも

に、第２部はワーク・ライフ・バランスに取組む企業による取組事例を基に、中小企業においては特に、

ワーク・ライフ・バランス施策が人材確保の有効な手段であることを紹介いたします

＜本件担当及び申し込み先＞

〒500-8384 岐阜市薮田南

岐阜県中小企業団体中央会

Tel 058-277
参加申込書は、裏面へ

金）

：００

レセプションルーム

ワーク・ライフ・バランスを取り組んでいる企業には、優秀な人材が集まる、仕事への意欲が高まる、効率

が施行され、子育て期間中の働き方を見直し、仕

第１部では、改正育児・介護休業法について解説し、企業の取り組むべきポイントを周知するととも

に、第２部はワーク・ライフ・バランスに取組む企業による取組事例を基に、中小企業においては特に、

紹介いたします。

＜本件担当及び申し込み先＞

岐阜市薮田南 5丁目 14 番 53 号

岐阜県中小企業団体中央会 労働支援ﾁｰﾑ

277-1103 / fax 058-273-3930

参 加

無 料



参 加 申 込 書

岐阜県中小企業団体中央会 労働支援チーム 行

（ＦＡＸ ０５８－２７３－３９３０）

申込〆切日 平成２２年９月１４日

下記のとおり、『職場環境改善セミナー』に申し込みます。

組合及び企業名

参加者氏名

役 職 名 （ ）

参加者氏名

役 職 名 （ ）

参加者氏名

役 職 名 （ ）

ご 連 絡 先 T E L ― ―

※ この個人情報はセミナー実施に関わる業務以外では使用いたしません。

※このチラシは岐阜県から助成を受けています。

岐阜市薮田南５丁目１４番５３号 県民ふれあい会館８階

岐阜県中小企業団体中央会 労働支援チーム 河田

TEL：０５８－２７７－１１０３ FAX：０５８－２７３－３９３０

お問合せ・申込先


